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埼玉県地方警察職員定数条例の一部を改正する条例 新旧対照表                           （傍線の部分は、改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

埼玉県地方警察職員定数条例 埼玉県地方警察職員定数条例 

    

第一条 （略） 第一条 （略） 

  

 （職員の定数）  （職員の定数） 

第二条  職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 第二条  職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

  一  警察官   一  警察官 

  警視 二百九十七人   警視 二百九十三人 

  警部 七百一人   警部 六百九十一人 

  警部補及び巡査部長 七千百三十七人   警部補及び巡査部長 七千三十二人 

巡査（警察教養施設において新任者として教育訓練中の者を含む。） 巡査（警察教養施設において新任者として教育訓練中の者を含む。） 

三千七百三十九人 三千六百八十三人 

二 （略） 二 （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

第三条・第四条 （略） 第三条・第四条 （略） 

  

  附 則  附 則  

１～３ （略） １～３ （略） 

４ 令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間は、警察官以外の （新設） 

職員の定数は、第二条第一項第二号の規定にかかわらず、同号で定める職  

員の定数に二人を加えた定数とする。  

   

 


